
う
こ
と
で
、
土
地
を
手
放
し
国
庫
に
帰
属

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

　

詳
し
く
は
水
戸
地
方
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
水
戸
地
方
法
務
局
鹿
嶋
支
局

℡
0
2
9
9
‐
83
‐
6
0
0
0

遺
言
書
保
管
制
度

　
2
0
2
0
年
7
月
10
日
か
ら
、
法
務
局

に
お
い
て
「
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制

度
」
が
始
ま
り
、
多
く
の
方
か
ら
遺
言
書

の
保
管
申
請
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
制
度
を
利
用
し
て
、
自
筆
で
書
い
た

遺
言
書
を
法
務
局
で
保
管
す
る
こ
と
で
、

大
切
な
遺
言
書
の
紛
失
や
改
ざ
ん
な
ど
を

防
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
水
戸
法
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
環
境
課

℡
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
4
7

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
に
注
意

　

8
月
に
入
り
、
特
定
外
来
生
物
の
毒
グ

モ
「
セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
」
を
市
内
で
発
見

し
た
と
い
う
市
民
か
ら
の
情
報
が
複
数
寄

暮
ら
し

申
・
問
長
寿
介
護
課

℡
0
2
9
9
‐
91
‐
1
7
0
1

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
か
み
す

　
認
知
症
の
方
や
ご
家
族
の
方
、
お
茶
を

飲
み
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
お
話
し
し
ま
せ
ん

か
。
認
知
症
に
関
す
る
ご
相
談
が
あ
る
方

は
、
個
別
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

　
認
知
症
に
関
心
の
あ
る
地
域
住
民
の
方

も
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
8
月
29
日（
火
）　
午
後
1
時
30
分

～
3
時
30
分

場
所
＝
保
健
・
福
祉
会
館　

定
員
＝
15
人（
予
約
先
着
順
）

民
間
所
在
資
料
調
査
の
実
施

　
「
茨
城
県
史
」
や
「
神
栖
町
史
」「
波
崎

町
史
」
編
さ
ん
時
に
資
料
調
査
を
さ
せ
て

い
た
だ
た
方
に
、
歴
史
資
料
の
現
状
の
確

認
お
よ
び
災
害
時
の
救
出
な
ど
を
目
的
と

し
て
、
県
立
歴
史
館
と
市
教
育
委
員
会
が

合
同
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま

す
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
調
査
さ
れ
て
い
な
い

古
文
書
な
ど
の
歴
史
資
料
を
お
持
ち
の
方

は
、
県
立
歴
史
館
ま
た
は
歴
史
民
俗
資
料

館
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
本
調
査
で
得
た
情
報
は
、
目
的
以
外
に

は
使
用
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
先

県
立
歴
史
館　

℡
0
2
9
‐
2
2
5
‐
4
4
2
5　
　
　

歴
史
民
俗
資
料
館

℡
0
2
9
9
‐
90
‐
1
2
3
4

問
水
戸
地
方
法
務
局
鹿
嶋
支
局

℡
0
2
9
9
‐
83
‐
6
0
0
0

相
続
登
記
の
申
請
義
務
化

　
2
0
2
4
年
4
月
1
日
か
ら
、
相
続

（
遺
言
に
よ
る
場
合
を
含
む
）に
よ
っ
て
不

動
産
を
取
得
し
た
相
続
人
は
、
そ
の
取
得

を
知
っ
た
日
か
ら
3
年
以
内
に
相
続
登
記

の
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
2
0
2
4
年
4
月
1
日
時
点
で

相
続
登
記
を
し
て
い
な
い
不
動
産
を
所
有

す
る
方
は
3
年
間
の
猶
予
期
間
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
水
戸
地
方
法
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
水
戸
地
方
法
務
局

℡
0
2
9
‐
2
2
1
‐
5
1
3
0

相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度

　
今
年
4
月
27
日
か
ら
、
法
務
局
に
お
い

て
「
相
続
土
地
国
庫
帰
属
制
度
」
が
始
ま

り
ま
し
た
。

　

本
制
度
は
、
相
続（
遺
言
に
よ
る
場
合

も
含
む
）に
よ
っ
て
土
地
の
所
有
権
を
取

得
し
た
相
続
人
が
、
法
務
大
臣
の
承
認
に

よ
り
、
政
令
に
定
め
ら
れ
た
金
額
を
支
払

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
見
つ
け
た
場
合
は
、
駆

除
し
た
後
に
環
境
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
屋
外
で
活
動
す
る
と
き
は
十
分
に
注
意

す
る
と
と
も
に
、
咬か

ま
れ
た
場
合
は
医
療

機
関
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

募
　
集

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

■
国
民
年
金
事
務
補
助
員

任
用
予
定
人
数
＝
1
人

条
件
・
資
格
な
ど
＝
な
し

応
募
期
限
＝
8
月
28
日（
月
）　
午
後
5
時

必
着

採
用
担
当
課
＝
国
保
年
金
課

℡
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
4
5

■
市
民
税
課
税
台
帳
等
整
理
補
助
員

　
資
産
税
課
税
台
帳
等
整
理
補
助
員

任
用
予
定
人
数
＝
各
1
人

条
件
・
資
格
な
ど
＝
な
し

応
募
期
限
＝
8
月
31
日（
木
）　
午
後
5
時

必
着

採
用
担
当
課
＝
課
税
課

℡
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
3
4

申
・
問
障
が
い
福
祉
課

℡
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
3
7

の
ぞ
み
・
き
ぼ
う
の
家
の

指
定
管
理
者
募
集

募
集
施
設

⃝�

市
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の

ぞ
み

⃝�

市
福
祉
作
業
所
き
ぼ
う
の
家

※
2
施
設
の
一
括
管
理

指
定
管
理
期
間
＝
2
0
2
4
年
4
月
1
日

～
2
0
2
9
年
3
月
31
日（
5
年
間
）

募
集
要
項
・
申
請
書
の
配
布
＝
8
月
15
日

（
火
）か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配
布

申
請
方
法
＝
募
集
要
項
に
基
づ
き
申
請
書

を
作
成
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送

※
郵
送
は
特
定
記
録
郵
便
と
す
る

申
請
期
間
＝
9
月
8
日（
金
）～
15
日（
金
）

選
定
方
法
＝
選
定
委
員
会
で
審
査
に
て
選

定
し
、
市
議
会
の
議
決
を
経
て
決
定

暮
ら
し

暮
ら
し

講
座
・
教
室

募
　
集

相
　
談

募
　
集

講
座
・
教
室

相
　
談

かみす
ナビ
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